
○ひたちなか市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定

等に関する要綱  

平成２７年７月２２日  

告示第１４１号  

（趣旨）  

第１条  この要綱は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」とい

う。）に定めるもののほか，介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業

者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に

定めるところによる。  

（１）  介護予防・日常生活支援総合事業  法第１１５条の４５第１項に規定す

る介護予防・日常生活支援総合事業をいう。  

（２）  指定  法第１１５条の４５の３第１項の指定をいう。  

（３） 指定事業者  法第１１５条４５の３第１項に規定する指定事業者をいう。 

（４）  指定第１号事業  次のア又はイに掲げる事業をいう。  

ア  指定事業者の当該指定に係る第１号訪問事業（法第１１５条の４５第１項

第１号イに規定する第一号訪問事業をいう。以下同じ。）を行う事業所によ

り行われる第１号訪問事業  

イ  指定事業者の当該指定に係る第１号通所事業（法第１１５条の４５第１項

第１号ロに規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。）を行う事業所によ

り行われる第１号通所事業  

（申請者の要件）  

第３条  法第１１５条の４５の５第１項の申請（以下「指定申請」という。）を行

うことができる者は，法人とする。  

（指定）  

第４条  市長は，指定申請があった場合には，これを審査し，指定をするときは，

当該指定申請を行った者（以下「指定申請者」という。）に対し，指定通知書（様

式第１号）によりその旨を通知するものとする。  

２  前項の規定により指定を受けた者は，指定通知書を当該指定に係る事業所の見

やすい場所に表示するものとする。  

（指定の拒否）  



第５条  市長は，指定申請があった場合において，次の各号のいずれかに該当する

ときは，指定をしないものとする。  

（１）  当該指定申請者又はその代表者その他の役員がひたちなか市暴力団排除

条例（平成２４年条例第２８号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３

号に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる場合  

（２）  当該指定申請に係る事業所がひたちなか市介護予防・日常生活支援総合

事業における指定第１号訪問事業及び指定第１号通所事業の人員，設備及び運

営等に関する基準を定める要綱（平成２７年告示第１４２号）に定める基準を

満たしたものであっても，指定をすることにより，ひたちなか市介護保険事業

計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他市における当該

地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合  

２  市長は，前項の規定により指定をしなかった場合には，当該指定申請者に対し，

指定拒否通知書（様式第２号）によりその旨を通知するものとする。  

（指定の有効期間）  

第６条  指定は，６年ごとに法第１１５条の４５の６第１項に規定する指定の更新

（以下「指定更新」という。）を受けなければ，その期間の経過によって，その

効力を失う。  

（指定更新）  

第７条  市長は，法第１１５条の４５の６第２項の申請（以下「更新申請」という。）

があった場合には，これを審査し，指定更新をするときは，当該更新申請を行っ

た指定事業者に対し，指定更新通知書（様式第３号）によりその旨を通知するも

のとする。  

２  前項の規定により指定更新を受けた指定事業者は，指定更新通知書を当該指定

更新に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。  

（変更の届出等）  

第８条  指定事業者は，当該指定について施行規則第１４０条の６２の３第２項第

４号に規定する事項に変更があったときは，当該変更があった日から１０日以内

に，その旨を市長に届け出なければならない。  

２  指定第１号事業を休止した指定事業者は，当該休止した指定第１号事業を再開

したときは，再開した日から１０日以内に，その旨を市長に届け出なければなら

ない。  

（指定の辞退）  

第９条  指定事業者は，当該指定に係る事業所について指定を辞退しようとすると



きは，辞退しようとする日の１月前までに，指定辞退届出書（様式第４号）によ

りその旨を市長に届け出なければならない。  

（指定の取消し等）  

第１０条  市長は，法第１１５条の４５の９の規定により，指定を取り消し，又は

指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは，当該指定を取り消され，又は

指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し，指定取消停止通知書

（様式第５号）によりその旨を通知するものとする。  

（情報の提供）  

第１１条  市長は，指定，指定更新若しくは前条に規定する指定の取消し又は指定

の全部若しくは一部の効力の停止（以下「指定の措置等」という。）をしたとき，

又は施行規則第１４０条の６２の３第２項第４号から第６号までの規定による届

出（以下「変更等の届出」という。）を受けたときは，茨城県，国民健康保険団

体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定

する国民健康保険団体連合会をいう。）その他の機関に対し，当該事業者に関す

る情報のうち，次に掲げる事項を提供することができる。  

（１）  当該事業所の名称及び所在地  

（２）  当該事業所に係る指定申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の

氏名及び住所  

（３）  指定の措置等又は変更等の届出の年月日  

（４）  当該事業の開始等の年月日  

（５）  運営規程  

（６）  介護保険事業所番号  

（公告）  

第１２条  市長は，指定の措置等に関し，次に掲げる事項について，公告を行うも

のとする。  

（１）  介護保険事業所番号  

（２）  当該事業所の名称及び所在地  

（３）  当該事業所に係る指定申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の

氏名及び住所  

（４）  指定の措置等の年月日  

（５）  サービスの種類  

２  前項の規定は，変更等の届出があった場合について準用する。  

（補則）  



第１３条  この要綱に定めるもののほか，指定事業者の指定等に関し必要な事項は，

別に定める。  

付  則  

（施行期日）  

１  この告示は，平成２７年１０月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  市長は，この告示の施行の日前においても，指定事業者の指定等に関し必要な

業務を行うことができる。  

（指定の有効期間の特例）  

３  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１３条の規定により第１号訪問

事業又は第１号通所事業に係る指定を受けたものとみなされた者が，当該第１号

訪問事業又は第１号通所事業と，指定訪問介護（指定居宅サービス等の事業の人

員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅

サービス等基準」という。）第４条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）

の事業又は指定通所介護（指定居宅サービス等基準第９２条に規定する指定通所

介護をいう。以下同じ。）の事業若しくは指定地域密着型通所介護（指定地域密

着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省

令第３４号）第１９条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。）

の事業とを同一の事業所において一体的に運営し，施行規則附則第３１条の規定

により初回の指定更新を受けようとする場合において，市長は，第６条の規定に

かかわらず，当該指定を受けたものとみなされた者の申出により，当該第１号訪

問事業又は第１号通所事業に係る指定の有効期間の満了日を，平成３０年４月１

日から令和６年３月３１日までの間の当該指定訪問介護又は当該指定通所介護若

しくは当該指定地域密着型通所介護に係る指定の有効期間の満了日と同一の日と

して指定更新をすることができるものとする。この場合においては，更新申請が

あったものとみなす。  

付  則（平成２８年告示第５４号）  

この告示は，平成２８年４月１日から施行する。  

付  則（平成３０年告示第１５９号）  

（施行期日）  

１  この告示は，平成３０年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  



２  この告示の施行の際現にある改正前のひたちなか市介護予防・日常生活支援総

合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の規定による様式（以下「旧様

式」という。）により使用されている書類は，改正後のひたちなか市介護予防・

日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の規定による様

式によるものとみなす。  

３  この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については，当分の間，所要の

補正をした上，なお使用することができる。  

付  則（令和元年告示第４９号）  

この告示は，公布の日から施行する。  

付  則（令和３年告示第２１７号）  

（施行期日）  

１  この告示は，令和３年７月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの様式による用

紙については，当分の間，所要の補正をした上，なお使用することができる。  

付  則（令和５年告示第４０号）  

（施行期日）  

１  この告示は，令和５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の施行の際現にある改正前のひたちなか市介護予防・日常生活支援総

合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の規定による様式（以下「旧様

式」という。）により使用されている書類は，改正後のひたちなか市介護予防・

日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の規定による様

式によるものとみなす。  

付  則（令和６年告示第４２号）  

（施行期日）  

１  この告示は，令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の施行の日前に改正前のひたちなか市介護予防・日常生活支援総合事

業における指定事業者の指定等に関する要綱の規定により行われ，同日以後に受

理された申請又は届出については，改正後のひたちなか市介護予防・日常生活支

援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の規定により行われた申請

又は届出とみなす。  



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係）  

様式第２号（第５条関係）  

様式第３号（第７条関係）  

様式第４号（第９条関係）  

様式第５号（第１０条関係）  

 


